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認可外保育施設に対する指導監督の実施について 

 

 

保育需要の増加や多様化等への対応については、新エンゼルプラン（平成 11 年 12 月 19

日大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治6大臣合意）等に基づき、保育施策の拡充に御尽力

いただいているところである。 

ベビーホテル等の認可外保育施設については、昭和 56 年の児童福祉法の改正により、行

政庁の報告徴収及び立入調査の権限が規定され、これらに基づき、指導監督に配意願ってき

たところであるが、今般、より効果的な指導監督を図る観点等から、別紙のとおり「認可外

保育施設指導監督の指針」及び「指導監督基準」を策定したので、より適切な指導監督が図

られるようお願いする。 

なお、認可外保育施設、特にベビーホテルの問題は指導監督の問題だけではなく、認可保

育所の整備状況や延長保育、夜間保育等の多様な保育サービスの提供と大きくかかわるもの

であり、特にベビーホテルの多い地域におかれては、地域の保育需要について適切な把握に

努めるとともに、その需要に応じた保育施策の推進に御尽力いただきたい。 

この通知は、平成13年4月1日から施行し、これに伴い、「無認可保育施設に対する指導

監督の実施について（昭和56年7月2日児発第566号厚生省児童家庭局長通知）」及びこれ

に基づく通知（「認可外保育施設に対する指導監督の強化について（平成12年4月14日児

保第18号厚生省児童家庭局保育課長通知）」は、廃止する。 

おって、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項に規定す

る技術的な助言に当たるものである。 
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